
資料１ 

法務省大臣官房司法法制部 

民間ＡＤＲの業務の認証制度について 

 

 

 

 

１．ＡＤＲの意義 

○ 一般に，裁判によらずに紛争を解決する手段，方法等を総称 

      例：調停，あっせん，仲裁 等 

 ○ Alternative Dispute Resolution の頭文字をとって， 
「ＡＤＲ（エー・ディー・アール）」と呼称される。 

 
２．ＡＤＲの特徴 
 ○ 利用者の自主性を活かした解決 
 ○ プライバシーや営業秘密を保持した非公開での解決 
 ○ 簡易・迅速で廉価な解決 
 ○ 多様な分野の専門家の知見を活かしたきめ細かな解決 
 ○ 法律上の権利義務の存否にとどまらない実情に沿った解決 
  等々  
 
３．ＡＤＲの主体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      認証制度の対象 

 

 

 

民間組織、弁護士

会、業界団体等が

行うもの 

 

（例） 

(社)日本商事仲裁協会  

弁護士会仲裁センター 

各種ＰＬセンター 等

        

民間型 

民事調停・家事調停 

 

 

 

裁判所の手続と

して行われるもの

 

 

（例） 

裁判型 
 

 

 

独立の行政委員

会や行政機関等

が行うもの 

 

（例） 

公害等調整委員会 

建設工事紛争審査会

（中央、都道府県） 

国民生活センター 等 

行政型


